
　バス・トラックなど乗用車以外の税率については、ホームページをご覧ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　URL：https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/zeimu/type/jidoushashutoku.html

軽自動車税環境性能割（賦課徴収の特例）
　軽自動車税環境性能割は市町村税ですが、当分の間、県が自動車税環境性能割の例により賦課徴収することとさ
れています。県は賦課徴収した税額を翌々月の末日までに市町に払い込みます。

検   索福井県  自動車税環境性能割
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自動車税環境性能割
納  め  る  人
　県内に主たる定置場（車庫）のある自動車（軽自動車および中古自動車を含む。）の取得者（所有権を留保され
ているものは買主）です。

納  め  る  額
　取得したときの価格×税率です。
　ただし、無償、交換、代物弁済などによって自動車を取得した場合には、通常の取引価格が取得した価格になります。

申告と納税
　取得した自動車を運輸支局で登録するときに、申告書を提出するとともに県の発行する証紙により納めます。

免　税　点
　自動車の取得価格が50 万円以下のときは、税金はかかりません。

市町への交付金
　県に納められた自動車税環境性能割のうち40.85％に相当する金額が、県内の市町に交付されます。

★★★★：平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車

税　率
●乗用車（令和６年１月１日～令和７年３月３１日）

●乗用車 （クリーンディーゼル車）（令和６年１月１日～令和７年３月３１日）

区　分
税　率

自家用

電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、プラグインハイブリッド車

ガソリン車
ハイブリッド車
ＬＰＧ車

★★★★かつ令和２年度燃費基準達成
令和１２年度燃費基準８５％達成
令和１２年度燃費基準８０％達成
令和１２年度燃費基準７０％達成
令和１２年度燃費基準６０％達成

登録車
非課税

非課税
1%
2%
3%
3%

軽自動車
非課税

非課税

1%
2%
2%

営業用

非課税

非課税

0.5%
1%
2%上記以外

区　分
税　率

自家用

クリーンディーゼル車

Ｈ３０年排出ガス規制またはＨ２１排出ガス規制適合
かつ令和２年度燃費基準達成

令和１２年度燃費基準８５％達成
令和１２年度燃費基準８０％達成
令和１２年度燃費基準７０％達成
令和１２年度燃費基準６０％達成

上記以外または令和２年度燃費基準未達成

登録車

非課税
1%
2%
3%
3%

非課税

0.5%
1%
2%

営業用

納  め  る  人

免　　　　税

申請書様式ダウンロード

納  め  る  額
　1キロリットル……32,100円（1リットル……32円10銭）

納める人
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軽　油　引　取　税　
　この税は、みなさんが軽油を購入するときにその代金の中に含まれているものです。

　軽油引取税は軽油購入代金に含まれており、軽油を引き取る石油製品販売業者や需要者が、元売業者（軽油の製
造者など）または特約業者（都道府県知事の指定を受けている業者）を通じて納める場合や、元売業者または特約
業者以外の者が軽油を輸入し、自らが納める場合があります。

　政策的な配慮から、特に課税しないことが適当であると認められる用途（例：船舶、鉄道車両、農林業機械の動
力源など）に使用される軽油については、対象者および用途を限って課税を免除する制度があります（以下「免税
軽油」といいます。）。
　免税軽油を受けるには、申請手続きが必要ですので、福井県税事務所軽油引取税課にお問合せください。

　軽油引取税の免税申請関係様式は、福井県ホームページからダウンロードできます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/zeimu/teikyoi/keiyuyoshiki.html検　索福井県免税軽油関係様式

特約業者または元売業者から軽油の引取りを行う人

◆元売業者とは…
軽油の製造業者・輸入業者・販売業者で総務大臣の指定を
受けているもの

◆特約業者とは…
元売業者から継続的に軽油の供給を受けている販売業者で
知事の指定を受けているもの

福井県税事務所

消　費　者

申告・納税

軽油

代金
（軽油引取税を含む）

消費者が支払う軽油代金には軽油引取税が含まれています。

（軽油引取税を含む）油
軽

金
代

元売・特約業者

小　売　業　者

①免税軽油使用者証の交付申請

②免税軽油使用者証の交付

⑤免税軽油使用報告書の提出

③免税証の交付申請

免税証の引渡し

免税軽油の引渡し
④免税証の交付

所
務
事
税
県
井
福

者
用
使
油
軽
税
免

て
れ
さ
載
記
に
証
税
免

者
業
売
販
の
油
軽
る
い

●指標となるガソリン価格の平均が、連続3ヶ月にわたり、1リットルにつき160円を超えることとなった
場合で、主務大臣による告示により、揮発油税において本則税率を上回る部分の課税措置が停止される場合
には、軽油引取税についても本則税率（1キロリットルにつき、15,000円）を上回る部分の課税措置が
停止されます。

●この場合において、指標となるガソリン価格の平均が、連続3ヶ月にわたり、1リットルにつき130円を
下回ることとなった場合で、主務大臣の告示により、揮発油税において元の税率水準に復元される場合には、
軽油引取税についても元の税率水準に復元されます。

　　（注）東日本大震災の発生に伴い、この制度は当分の間、凍結されることとなりました。
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申告と納税
　元売業者または特約業者が、毎月分をまとめて、翌月末日までに福井県税事務所に申告して納めることになって
おり、元売業者または特約業者以外の者が軽油を輸入する場合は、輸入の時までに申告して納めることになってい
ます。

混和軽油も申告納付が必要
　混和軽油を販売したり、灯油、重油、混和軽油または炭化水素油を自動車の燃料として使用したときにも申告納
付が必要です。必ず福井県税事務所に申告して納税してください。

不正軽油に対する罰則
　軽油引取税の脱税を目的として混和軽油等を製造・使用等した場合は罰則規定があります。

脱税に関する罪 懲役10年以下 罰金1,000万円以下

製造の承認を受ける義務に関する罪 懲役10年以下 罰金1,000万円以下
（法人重科）3億円以下

不正軽油の製造に要する資金、土地、
機械、原材料、薬品等の提供または運
搬に関する罪

懲役7年以下 罰金700万円以下
（法人重科）2億円以下

不正軽油の運搬、保管、取得または処
分の媒介もしくはあっせんに関する罪 懲役3年以下 罰金300万円以下

（法人重科）1億円以下

不正軽油110番
　不正軽油に関する情報をご提供ください。

●提供先

県からのお願い
　県では、混和軽油などの不正軽油による税負担の不公平を是正するための調査として、自動車を停めての燃料採
取や、事業所等内タンクからの見本品採取などを行っています。
　県税事務所の職員が、調査に伺った際にはご協力くださるようお願いします。

軽油引取税の脱税防止対策の強化

元売業者等の指定の取消要件を追加

都道府県の税務吏員による質問検査権に係る規定の整備

不正軽油の
製造業者へ

原材料や、薬品、施設等の提供 不正軽油の製造

重油 灯油 不正
軽油

平成23年度に罰則強化
不正軽油の保管 不正軽油の運搬 不正軽油の販売・購入

製造原材料等の提供 保管 運搬 販売・購入

平成23年度に罰則強化 平成23年度に罰則強化 平成23年度に罰則強化平成23年度に罰則強化

の
油
軽
正
不

程
過
通
流

〈福井県総務部税務課〉

e-mail  zeimuka@pref.fukui.lg.jp

〈福井県税事務所（軽油引取税課）〉
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鉱　　区　　税
　この税は、地下の埋蔵鉱物を採掘するという権利（鉱業権）を持っている方にかかるものです。

納  め  る  人
　県内に鉱区をもっている鉱業権者です。

納  め  る  額
（1）砂鉱を目的としない鉱区 試掘鉱区面積　100アールごとに年額　200円

採掘鉱区面積　100アールごとに年額　400円
（2）砂鉱を目的とする鉱区　　　　　　　　　　　　100アールごとに年額　200円
（3）石油または可燃性天然ガスを目的とする鉱区　　（1）の額の2／3

申告と納税
納税通知書により年税額を5月31日までに納めます。
※5月31日が土日祝日の場合は、その翌日となります。

核　燃　料　税
　この税は、地方税法の規定に基づいて創設された法定外普通税で、原子力発電所の立地に伴う原子力安全対策、
民生・生業安定対策および共生促進対策等の各種施策の推進に役立てられています。

納  め  る  人
　発電用原子炉の設置者です。

課  税  期  間
令和3年11月 10日から令和8年11月 9日まで（5年ごとに更新）

納  め  る  額
価額割＝発電用原子炉に挿入された核燃料の価額に100分の8.5 を乗じた額です。
出力割＝原子炉等規制法により許可を受けた熱出力に対し、1課税期間につき1,000キロワットあたり51,200円

を乗じた額です。ただし、廃止措置中は税率を2分の1とします。
搬出促進割＝5年を超えて貯蔵されている使用済燃料の重量に対し、1課税期間につき1キログラムあたり

375円を乗じた額です。

申告と納税
価額割＝定期検査中に挿入した新燃料について、当該検査が終了した日の属する月の翌月末日までに申告納付し

ます。
出力割および搬出促進割＝4月から6月、7月から9月、10月から12月および翌1月から3月までをそれぞれ

1課税期間とし、各課税期間末日から2か月以内に県に申告納付します。

県 固 定 資 産 税
　固定資産税は、原則として固定資産所在地の市町が課税します。しかし、ある一定額を超える大規模な償却資産
については、その超える部分に対して県が課税します。

納  め  る  人
　大規模償却資産の所有者です。

納  め  る  額
固定資産の価格（償却資産課税台帳に登録された価格）の一定額を超える部分の価格に1.4％を乗じた額です。

申告と納税
●申　告
　　毎年1月1日現在の償却資産の所在、種類、数量などを記載し、1月31日までに申告します。
●納　税
　　納税通知書により、年4回（4・7・12・2月）に分けて納税します。


